
新発田市市民まちづくり支援課フェイスブック運用ポリシー（多文化共生） 

 

１ 運用するソーシャルメディアの種類 

フェイスブック 

 

２ アカウント名、ＵＲＬ、運用者 

（1）アカウント名 新発田市 Shibata Topics for foreign residents 

（2）ＵＲＬ

https://www.facebook.com/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E5%B8%82-Shibata

-Topics-for-Foreign-Residents-100707045660372 

（3）運用者    市民まちづくり支援課 

 

３ 目的 

言語や情報発信媒体の問題により情報取得が難しくなりやすい在住外国人の方へ向けて、

やさしい日本語と英語および自動翻訳機能を用いて情報発信、イベントの広報、多文化理解

促進を行う。 

 

４ 掲載内容 

⑴  新発田市多文化共生イベントの案内 

⑵  新発田市及び新潟県、国からのお知らせ 

⑶  新発田市内災害情報 

⑷  民間国際交流団体及び外国人支援団体の各種案内 

⑸  その他、新発田市多文化共生事業に関連する情報 

※上記の情報の全てを掲載するものではありません。 

 

５ 運用時間 

原則として、月曜日から金曜日までの午前９時００分から午後５時００分までとします。

ただし、必要に応じて、上記以外の時間に発信することもあります。 

 

６ コメント等への対応 

いただいたコメントやメッセージへの返信は「イベントの状況や結果、それに関連した既

成の事実」、「既に公表済みの内容で、ソーシャルメディア上で返信しても問題ないと判断さ

れた内容」又は「法令等で定められている手続や内容」に限って返信いたします。ただし、

運用者が全ての投稿に対して回答することを保証するものではないことをあらかじめご承知

おきください。また、返信には数日から数週間お時間をいただく場合があります。 

 

７ 遵守事項 

  当該ソーシャルメディアの閲覧者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる行為をしては

ならないものとします。利用者による投稿内容について次の禁止事項に該当すると新発田市

が判断した場合は、利用者に事前に何ら通知することなく、投稿の削除その他の必要な措置

をとることができるものとします。 

別紙 1 



(1) 新発田市、他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為 

(2) 公序良俗や法令等に違反している、又は違反するおそれのある行為 

(3) 他者に成りすますなど虚偽や事実と異なる情報及び成否の確認できない噂等を掲載する

行為 

(4) 営業活動、政治活動、選挙活動、宗教活動その他営利を目的とした行為 

(5) 著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為 

(6) 他の利用者又は第三者に関して、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を特定・

開示・漏えいする等の個人のプライバシーを侵害する行為 

(7) 有害なプログラム等を送信することにより通信機器の機能を妨害したり、情報を引き出

したりする、又は他者のアクセスを妨害する行為 

(8) 新発田市、他の利用者又は第三者に不利益を与える行為 

(9) その他新発田市が不適当と判断した行為 

 

８ 知的財産権の帰属 

掲載している個々の情報（文章、写真、イラストなど）に関する著作権、商標権等の知的

財産権は、新発田市または新発田市以外の原権利者に帰属します。個々の情報（文章、写真、

イラストなど）の転載は、内容を改変せず出所を明記する場合は可能です。ただし、無断転

載を禁じる旨の注記がある場合は、この限りではありません。 

 

９ 免責事項 

(1) 新発田市は、投稿にあたり細心の注意を払って行いますが、掲載情報の正確性、完全性、

有用性等を完全に保証するものではありません。 

(2) 新発田市は、利用者が掲載情報を利用又は信用したことにより、利用者又は第三者が被

った損害について、一切の責任を負いません。 

(3) 新発田市は、利用者が投稿した内容について一切の責任を負いません。 

(4) 新発田市は、利用者間、又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者若しくは第

三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 

(5) 新発田市は、予告なしに掲載した情報を変更又は削除し、サービスの運用を中断又は中

止することがあります。 

  

１０ 個人情報に関する取扱い 

ソーシャルメディアを通じて新発田市が取得した個人情報については、「新発田市個人情

報保護条例（平成１０年新発田市条例第３６号）」に基づき、適切に取り扱うものとします。

また、情報の発信についても、新発田市個人情報保護条例に基づき、適切に行います。 

 

１１ 運用ポリシーの変更 

運用ポリシーは予告なく変更する場合があります。 

 

附則 

 この運用ポリシーは、令和 3 年 8 月 16 日から施行する 


